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Ⅹ　地域包括支援センターが設置されます�

重�

軽�

症
　
状�
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��

Ⅷ　予防給付サービス�
　従来の「介護給付を行うサービス」に加え、新たに「予防給付を行うサービス」を平成１９年１０月から実施します。�

Ⅸ　要介護区分の一部変更�
　これまでの要介護１に該当する人は、平成１９年１０月から心身の状態によって要介護１と要支援１に分かれます。また、これまでの要支援に該当の人は、要支援２となります。�

介護給付を行うサービス（従来からのサービス）� 予防給付を行うサービス（新規サービス）�

（１）居宅サービス�
①訪問介護　　　　　　　　　②訪問入浴介護�
③訪問看護　　　　　　　　　④訪問リハビリテーション�
⑤居宅療養管理指導　　　　　⑥通所介護�
⑦通所リハビリテーション　　⑧短期入所生活介護�
⑨短期入所療養介護　　　　　⑩特定施設入所者生活介護�
⑪福祉用具貸与　　　　　　　⑫特定福祉用具販売�
⑬住宅改修　　　　　　　　　⑭居宅介護支援�

（２）地域密着型サービス（新規サービス）�
①認知症対応型通所介護　　　②小規模多機能型居宅介護�
③認知症対応型共同生活介護　④地域密着型特定施設入居者生活介護�
⑤地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護�

（３）介護保険施設サービス�
①介護老人福祉施設　　　　　②介護老人保健施設�
③介護療養型医療施設�

（１）介護予防サービス�
①介護予防訪問介護　　　　　　②介護予防訪問入浴�
③介護予防訪問看護　　　　　　④介護予防訪問リハビリテーション�
⑤介護予防居宅療養管理指導　　⑥介護予防通所介護�
⑦介護予防通所リハビリテーション　⑧介護予防短期入所生活介護�
⑨介護予防短期入所療養介護　　⑩介護予防特定施設入所者生活介護�
⑪介護予防福祉用具貸与　　　　⑫特定介護予防福祉用具販売�
⑬住宅改修　　　　　　　　　　⑭介護予防支援�
�
（２）地域密着型介護予防サービス�
①介護予防認知症対応型通所介護�
②介護予防小規模多機能型居宅介護�
③介護予防認知症対応型共同生活介護�

現 在�

要介護要介護5
要介護要介護4
要介護要介護3
要介護要介護2

要介護要介護1

要介護5
要介護4
要介護3
要介護2

要　支　援�

要介護1

生活機能の維持・改善を図ることが適切な人
などが受けるサービスです。�

介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く
心身機能が改善する可能性が高い人などが受
けるサービスです。�

介護保険の対象にはなりませんが、生活機能
が低下している人や、将来的に介護が必要と
なるおそれが高い人を対象とするサービスです。�

介護保険介護保険の�
介護介護サービス�

介護保険介護保険の�
介護予防介護予防サービス�

市の介護予防事業�

平成19年10月～�
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要介護要介護4要介護4
要介護要介護3要介護3
要介護要介護2要介護2
要介護要介護1要介護1
要支援要支援1要支援1
要支援要支援2要支援2

非該当者�

介護保険介護保険の�
介護介護サービス�

介護保険介護保険の�
介護予防介護予防サービス�

市の介護予防事業�

介護保険の�
介護サービス�

介護保険の�
介護予防サービス�

市の介護予防事業�

介
護
認
定
審
査
会
で�

審
査
・
判
定�

必
見
！
歴
史
映
画
「
草
の
乱
」�

■日
５
月
１３
日
�
　
①
午
前
１０
時
３０
分
〜
（
字

幕
付
き
）
②
午
後
２
時
〜
③
午
後
７
時
〜

■場
八
潮
メ
セ
ナ
ホ
ー
ル
　
■費
一
般
１
７
０

０
円
（
前
売
１
３
０
０
円
）
高
校
・
大
学

生
１
５
０
０
円
（
前
売
１
３
０
０
円
）
シ

ニ
ア（
６０
歳
以
上
）１
０
０
０
円 

小
・
中

学
生
１
０
０
０
円
※
発
売
中
　
■問
田
林
�

９９６
・
８
１
０
４
、
李
�
９９６
・
１
３
０
３�

�「
や
し
お
元
気
ネ
ッ
ト
」
設
立
総
会�

　
当
日
入
会
大
歓
迎
！
生
き
が
い
を
も
っ

て
地
域
活
動
を
し
た
い
貴
方
・
仲
間
づ
く

り
を
し
た
い
貴
方
を
待
っ
て
い
ま
す
。�

■日
４
月
１５
日
�
　
午
後
１
時
３０
分
〜
４
時

■場
や
し
お
生
涯
楽
習
館
　
■費
５
０
０
円
（
懇

談
会
費
用
と
し
て
・
参
加
自
由
）
　
■問
伊

藤
�
９９５
・
１
１
５
２�

�

や
し
お
視
覚
障
害
者
自
主
交
流�

「
み
ん
な
の
集
い
」�

■日
４
月
２３
日
�
　
午
後
１
時
〜
３
時
　

■場
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
や
す
ら

ぎ
」
　
■対
視
覚
障
害
を
持
つ
方
・
不
安
を

感
じ
て
い
る
方
お
よ
び
そ
の
家
族
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
、
そ
の
他
一
般
の
方
　
■費
参
加

費
２
０
０
円
（
茶
菓
・
資
料
代
）
　
■問
伊

藤
�
９９５
・
１
１
５
２�

�

ふ
し
ぎ
花
倶
楽
部
　
春
の
押
し
花
体
験
会�

■日
４
月
２２
日
�
　
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時

■場
ゆ
ま
に
て
２
階
研
修
室
　
■内
押
し
花
を

利
用
し
て
、
は
が
き
や
小
物
を
作
る
　
■費

①
押
し
花
は
が
き
（
無
料
）
②
キ
ー
ホ
ル

ダ
ー
（
２
５
０
円
）
■問
小
泉
�
９９５
・
８

４
６
６�

�

ひ
と
つ
し
か
な
い
地
球
　
子
ど
も
広
場�

　
楽
し
み
な
が
ら
世
界
を
学
ぼ
う
！�

■日
４
月
２３
日
�
　
午
後
１
時
〜
３
時
　
■場

文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
講
堂
　
■対
幼
児
、

小
学
生
、
国
際
理
解
教
育
に
関
心
の
あ
る

方
　
■内
子
ど
も
英
語
劇
・
世
界
の
歌
を
み

ん
な
で
歌
う
※
来
場
者
に
エ
コ
バ
ッ
ク
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
　
■費
無
料
　
■問
野
原
�
９９６

・
５
７
２
１�

�

岬
龍
一
郎
講
演
会�

　
現
代
社
会
に
お
け
る
道
徳
教
育
問
題
を

バ
ッ
サ
リ
斬
り
ま
す
！？�

■日
４
月
２６
日
�
　
午
後
７
時
開
演
　
■場
八

潮
メ
セ
ナ
集
会
室
　
■内
岬
龍
一
郎
さ
ん
（
作

家
・
評
論
家
）
の
講
演
会
、｢

現
代
社
会

の
歩
き
方｣

〜
武
士
道
に
学
ぶ
道
徳
教
育

■定
１
０
０
人
（
先
着
順
）
　
■費
無
料
　
■問

福
野
�
０９０
・
８
５
０
４
・
９
２
４
４�

�

５
月
６
日
開
校
「
ト
ラ
ベ
ル
英
会
話
」�

　
海
外
ひ
と
り
歩
き
で
困
ら
な
い
初
歩
の

英
会
話
を
身
に
付
け
て
み
ま
せ
ん
か
。�

■日
毎
週
土
曜
日
　
午
後
７
時
〜
９
時
　
■場

や
し
お
生
涯
楽
習
館
ほ
か
　
■対
中
学
２
年

生
程
度
の
英
語
力
の
あ
る
方
　
■費
月
会
費

３
０
０
０
円
　
■申
４
月
２５
日
ま
で
に
ハ
ガ

キ
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
、
氏
名
・
住
所
・
電
話

番
号
を
記
入
の
う
え
今
関
進
一
郎（
〒
３

４
０
│
０
８
０
１
八
條
２
５
０
０
│
３５
）

へ
　
■問
今
関
�
兼
�
９９５
・
８
２
６
１�

�

八
潮
市
民
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
参
加
者
募
集�

■日
５
月
２１
日
�
　
午
前
９
時
受
付
　
■場
文

化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
　
■対
市
内
在
住
・

在
学
・
在
勤
・
在
ク
ラ
ブ
　
■費
一
般
１
５

０
０
円
、
会
員
お
よ
び
高
校
生
１
０
０
０

円
、
中
学
生
５
０
０
円
　
■申
４
月
２１
日
ま

で
に
、
宮
本
�
９９７
・
１
０
０
８
へ�

�

リ
ト
ミ
ッ
ク
「
リ
ズ
ム
・
ラ
ン
ド
」�

　
親
子
で
一
緒
に
リ
ト
ミ
ッ
ク
を
楽
し
み

ま
せ
ん
か
？�

■日
毎
週
火
曜
日
（
月
３
回
）
　
午
前
１０
時

３０
分
〜
　
■場
ゆ
ま
に
て
ほ
か
　
■費
入
会
金

５
０
０
円
、
月
会
費
２
０
０
０
円
※
無
料

体
験
可
　
■問
森
�
９９５
・
５
４
７
４�

�

ぴ
ょ
ん
ち
ゃ
ん
く
ら
ぶ
　
ぷ
ち�

　
体
験
教
室
参
加
者
募
集�

■日
４
月
２１
日
�
・
２８
日
�
　
午
前
１０
時
３０

分
〜
１１
時
３０
分
　
■場
八
條
図
書
館
２
階
和

室
　
■対
平
成
１６
年
４
月
以
降
に
生
ま
れ
た

方
　
■定
各
日
１５
人（
申
込
順
）※
要
事
前
申

し
込
み
　
■費
１
回
３
０
０
円
　
■問
住
吉
�

０９０
・
４
２
２
８
・
８
４
２
４�

�

八
潮
Jr
新
体
操
ク
ラ
ブ�

■日
毎
週
土
曜
日
　
①
午
後
１
時
〜
２
時
②

午
後
２
時
〜
３
時
　
■場
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
、
ゆ
ま
に
て
ほ
か
　
■対
幼
稚
園
児

〜
小
学
４
年
生
　
■費
入
会
金
１
０
０
０
円
、

月
会
費
３
０
０
０
円
〜
※
体
験
１
回
無
料

■問
橋
場
�
９９６
・
３
１
１
７�

�

３
Ｂ
体
操�

　
年
齢
に
関
係
な
く
誰
に
で
も
で
き
る
体

操
で
す
。�

■日
毎
週
月
曜
日
　
午
後
１
時
〜
２
時
１５
分

■場
エ
イ
ト
ア
リ
ー
ナ
　
■費
入
会
金
１
０
０

０
円
、
月
会
費
３
０
０
０
円
　
■問
小
野
寺

�
９９６
・
８
５
７
７�

�

田
村
人
形
教
室
展�

　
ぜ
ひ
、
皆
さ
ん
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。�

■日
５
月
１０
日
�
〜
１６
日
�
　
午
前
１０
時
〜

午
後
５
時
※
最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で
　

■場
資
料
館
　
■内
日
本
人
形
、
押
絵
の
展
示

■費
無
料
　
■問
増
田
�
９９７
・
１
３
６
２�

�

か
な
め
の
会�

　
花
柳
流
日
本
舞
踊
を
始
め
ま
せ
ん
か
。�

■日
毎
週
金
曜
日
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
１
人
１
時
間
程
度
要
相
談
）　
■場
草
加
北

ミ
ニ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
（
松
原
団

地
か
ら
徒
歩
７
分
）　
■内
古
典
・
新
舞
踊
・

民
謡
・
童
謡
な
ど
　
■費
月
会
費
６
０
０
０

円
　
■問
小
原
�
兼
�
９９７
・
５
２
７
８�

�

ア
ロ
ハ
フ
ラ
サ
ー
ク
ル�

　
フ
ラ
ダ
ン
ス
を
始
め
ま
せ
ん
か
。�

■日
毎
月
第
２
・
第
４
木
曜
日
　
午
後
７
時

３０
分
〜
９
時
　
※
体
験
会
＝
４
月
１３
日
�

午
後
７
時
〜
８
時
　
■場
や
し
お
生
涯
楽
習

館
ほ
か
　
■費
入
会
金
１
０
０
０
円
、
月
会

費
２
５
０
０
円
　
■問
前
浦
�
９９５
・
０
４
０

７（
午
後
５
時
以
降
）�

わ
ん
ぱ
く
相
撲
八
潮
場
所�

■日
５
月
１３
日
�
　
午
前
８
時
受
付
、
９
時

競
技
開
始�

■場
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
※
雨
天
時
は

同
体
育
館�

■対
市
内
在
住
・
在
学
す
る
小
学
生
で
、
エ

ン
ト
リ
ー
が
あ
っ
た
小
学
４
年
生
か
ら
６

年
生
ま
で
の
男
子�

■内
個
人
戦
お
よ
び
各
小
学
校
ご
と
に
４
・

５
・
６
年
生
各
１
人
を
１
チ
ー
ム
と
す
る

団
体
戦
（
各
学
校
３
チ
ー
ム
ま
で
）。
個

人
戦
は
勝
ち
上
が
り
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
制
※

ま
わ
し
は
当
日
貸
与�

■持
昼
食
の
ち
ゃ
ん
こ
鍋
の
た
め
の
ど
ん
ぶ
り�

■申
４
月
１０
日
か
ら
２２
日
ま
で
に
、各
小
学
校

で
取
り
ま
と
め
、文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー�

（
�
９９６
・
５
１
２
６
）
へ�

�

見
て
考
え
る
八
潮
の
景
観�

〜
魅
力
再
発
見
！
川
と
路
の
風
景
〜�

　
八
潮
の
「
川
」
と
主
な
「
路
」
を
バ
ス

で
巡
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。�

■日
５
月
２８
日
�
　
午
前
１０
時
〜
午
後
３
時

※
少
雨
決
行
（
午
前
９
時
３０
分
、
や
し
お

生
涯
楽
習
館
１
階
ロ
ビ
ー
集
合
）�

■対
市
内
在
住
・
在
勤
で
小
学
生
以
上
の
方

※
小
学
生
の
場
合
は
保
護
者
同
伴�

■持
お
弁
当
持
参
、
動
き
や
す
い
服
装�

■定
１５
人
（
申
込
順
）�

■費
５
０
０
円
（
保
険
代
を
含
む
）�

■申
窓
口
ま
た
は
電
話
で
、
や
し
お
生
涯
楽

習
館
（
�
９９４
・
１
０
０
０
）
へ�

�

伝
統
文
化
こ
ど
も
教
室�

■日
７
月
〜
１２
月
で
１
カ
月
２
〜
３
回
程
度

（
全
１８
回
、土
・
日
曜
日
の
午
前
ま
た
は
午
後
）�

※
事
情
に
よ
り
開
催
で
き
な
い
教
室
も
あ

り
ま
す
。�

■場
資
料
館�

■対
小
学
５
年
生
〜
中
学
３
年
生�

■内
①
日
本
人
形
づ
く
り
（
押
し
絵
ほ
か
）

②
水
引
き
工
芸
③
わ
ら
細
工�

��������

■定
各
２０
人
（
申
込
順
）�

■費
無
料�

■申
４
月
３０
日
ま
で
に
窓
口
ま
た
は
電
話
で
、

資
料
館
（
�
９９７
・
６
６
６
６
）
へ�

�

体
験
教
室
「
水
引
き
講
座
」�

■日
５
月
７
日
�
　
午
前
１０
時
〜
午
後
３
時

３０
分�

■対
中
学
生
以
上�

■内
水
引
き
を
利
用
し
て
、
色
紙
に
あ
や
め

を
描
く�

■定
１０
人
（
申
込
順
）�

■費
１
０
０
０
円�

■持
ペ
ン
チ
、
は
さ
み
、
も
の
さ
し�

■申
４
月
３０
日
ま
で
に
窓
口
ま
た
は
電
話
で
、

資
料
館
（
�
９９７
・
６
６
６
６
）
へ�

�

シ
ル
バ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
ド
ッ
ク�

　
高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
、
交
通
事

故
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
あ
な
た
の
安
全
運
転
度
を
教
習
所
の
指

導
員
が
診
断
し
ま
す
。�

■日
５
月
１２
日
�
　
午
前
９
時
〜
正
午�

■場
八
潮
自
動
車
教
習
所
（
木
曽
根
５
１
１

番
地
　
�
９９７
・
５
１
５
１
）�

■対
６５
歳
以
上
で
、
普
通
自
動
車
免
許
を
取

得
し
て
い
る
市
内
の
方�

■定
１５
人�

■問
草
加
警
察
署
交
通
課
交
通
総
務
係�

�
９４３
・
０
１
１
０
○内
４
１
１�

�

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
事
業�

①
革
工
芸
教
室�

■日
５
月
１２
日
〜
６
月
２３
日
（
全
５
回
・
５

月
１９
日
、
６
月
１６
日
を
除
く
毎
週
金
曜
日
）

午
前
１０
時
〜
正
午�

■対
市
内
在
住
・
在
勤
の
身
体
障
害
者
手
帳

を
有
す
る
方�

■定
１０
人
（
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

を
優
先
、
そ
の
他
の
障
害
者
は
申
込
順
）

※
参
加
者
が
５
人
未
満
の
場
合
は
中
止�

■費
参
加
費
＝
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
受
給

者
は
市
が
決
定
し
た
金
額
。
そ
の
他
の
方

は
、
１
回
の
参
加
に
つ
き
１
０
０
円
（
毎

回
徴
収
）、
材
料
費
＝
実
費
（
初
回
日
徴

収
）
※
欠
席
し
て
も
材
料
費
は
返
金
な
し�

■持
い
ら
な
い
布（
４
〜
５
枚
）、
新
聞
紙�

②
手
話
奉
仕
員
養
成
講
習
入
門
課
程�

■日
６
月
１
日
〜
１１
月
３０
日
・
８
月
１７
日
・
１１

月
２３
日
を
除
く
毎
週
木
曜
日（
全
２５
回
＝

講
義
３
回
・
実
技
２２
回
）
午
後
７
時
〜
９
時�

■対
市
内
在
住
・
在
職
の
高
校
生
以
上
で
、

聴
覚
障
害
者
の
生
活
等
に
理
解
が
あ
り
、

手
話
に
関
心
の
あ
る
方
※
未
就
学
児
同
伴

で
の
受
講
は
不
可�

■定
３０
人
（
申
込
順
）
※
全
２５
回
中
２２
回
以

上（
講
議
３
回
必
須
）受
講
し
た
方
に
修
了

証
を
交
付
、来
年
は
基
礎
課
程
を
予
定�

■費
１
２
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）�

│
①
②
共
通
│�

■場
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー「
や
す
ら
ぎ
」�

■申
４
月
２４
日
ま
で
に
窓
口
ま
た
は
電
話
で
、

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
や
す
ら
ぎ
」

（
�
９９５
・
３
６
３
６
）
へ�

�

節
句
人
形
展
示
会�

■日
４
月
２５
日
�
〜
５
月
７
日
�
　
午
前
９

時
〜
午
後
４
時�

■場
資
料
館
古
民
家�

■費
無
料�

★
あ
な
た
の
五
月
人
形
も
出
展
し
て
み
ま

せ
ん
か�

■申
４
月
１８
日
ま
で
に
窓
口
ま
た
は
電
話
で
、

資
料
館
（
�
９９７
・
６
６
６
６
）
へ�

�

爆
笑
ラ
イ
ブ
２
０
０
６
in
八
潮�

�������

■日
６
月
４
日
�
　
午
前
１１
時
開
演�

■場
八
潮
メ
セ
ナ
ホ
ー
ル�

■内
パ
ッ
シ
ョ
ン
屋
良
、
小
梅
太
夫
、
桜
塚

や
っ
く
ん
、
東
京
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
、
タ
イ

ム
マ
シ
ー
ン
３
号�

■費
〈
全
席
指
定
〉
一
般
２
８
０
０
円
、
友

の
会
２
６
０
０
円�

■申
４
月
１５
日
か
ら
窓
口
へ�

■問
八
潮
メ
セ
ナ
�
９９８
・
２
５
０
０�

�
初
心
者
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
教
室�

■日
５
月
１０
日
〜
６
月
１４
日
（
毎
週
水
曜
日
・

全
６
回
）
午
前
１０
時
〜
正
午
※
初
日
は
開

校
式
、
午
前
９
時
３０
分
集
合�

■場
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー�

■対
市
内
在
住
・
在
勤
の
方�

■定
３０
人
（
申
込
順
）�

■費
２
０
０
０
円
（
保
険
代
・
シ
ャ
ト
ル
代

を
含
む
）�

■申
４
月
３０
日
ま
で
に
窓
口
ま
た
は
電
話
で
、

文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
（
�
９９６
・
５

１
２
６
）
ま
た
は
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
連
盟
・

石
川
（
�
９９６
・
２
８
７
６
）
へ�

Ⅱ　介護予防事業の実施（平成１８年４月～）�

Ⅴ　福祉用具貸与の見直し（平成１８年４月～）� Ⅵ　特定福祉用具販売の指定制度（平成１８年４月～）� Ⅶ　住宅改修の事前申請（平成１８年４月～）�

　高齢者の方が要介護状態になることを、
できる限り防ぐために実施する事業です。�
　すべての高齢者を対象とした「一般高
齢者施策」と、介護予防上の支援が必要
と認められる高齢者を対象に行う「特定
高齢者施策」があります。�
（特定高齢者施策事業内容） 
○運動器の機能向上　○栄養改善　○口
腔機能の向上　○閉じこもり予防等の事
業を提案します。�

Ⅳ　適正な要介護認定申請の代行（平成１８年４月～）�

　いままで要介護認定の申請を本人に代
わって居宅介護支援事業者等が行う際に、
本人に十分な説明を行わないなどの不適
切が指摘されたため、平成１８年４月から、
適正な申請の代行は法令で定められた居
宅介護支援事業者または、介護保険施設
に範囲が縮小されます。�
※本人、成年後見人、家族、親族等、民生委員、介護
相談員等による申請は、従来どおり認められます。�

Ⅲ　地域密着型サービスの実施（平成１８年４月～）�

　高齢者の方が要介護状態になっても、
住みなれた地域でいきいきと生活を続け
られるよう、市が主体となって支援する
サービスです。�
○認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 
　比較的安定した認知症の状態で介護が
必要な高齢者等が共同生活を営む住居で
受ける入浴・排せつ・食事等の介護など
の日常生活上の世話と機能訓練が受けら
れるサービスです。�

　「要介護１」の人には、車椅子（付属品
含む）、特殊寝台（付属品含む）、床ずれ
防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊
感知機器、移動用リフト（吊り具の部分
除く）は、原則として保険給付の対象と
なりません。�

　これまで、居宅要介護者等が特定福祉用
具を購入したときに、その販売業者等を要
件とせずに、市が償還・受領委任払いで支
給していましたが、今回の改正で事業者を
事前に指定する制度が導入され（特定福祉
用具販売にかかわる指定居宅サービス事
業者）、その事業所で販売される特定福祉
用具を購入した場合に限り支給されます。�

　高齢者が住み慣れた地域でいきいきと生活できるように、高齢者やその家族の相談を受けたり、様々な
支援を行う地域介護の中核拠点として、平成１９年１０月から４ヵ所設置します。�

　これまで、住宅改修を行ったときに事
後の申請と審査により、市が償還・受領
委任払いで支給していましたが、今回の
改正で事後の審査とともに、あらかじめ
市に申請書を提出し、その審査を受ける
事前申請制度が導入されます。�

■問高齢いきがい課　介護支援係�○内４４９・介護給付係�○内４４３�

〈わら細工〉 

〈水引き工芸〉 

み
ち�
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ゆずります�

Ⅰ　年齢６５歳以上の人の保険料が平成18年度分から改定�
　介護保険は、４０歳以上の人が納める保険料と公費（税金）を財源として、
介護が必要な人が費用の一部を負担するだけで、サービスが利用できる仕組
みとなっています。�
　介護保険にかかわる費用が増えると、財源となる保険料の額を引き上げて
補わなければなりません。今後、どのくらいの人がどのような介護保険サー
ビスを利用していくかなどの費用を見込み、財源となる保険料を改定してい
く必要があります。�
　市では、平成１８年度から２０年度までの介護保険にかかわる費用は、約７０
億７，５００万円になると見込んでいます（表－１参照）。�
　このようなことから、平成１８年度から６５歳以上の人に納めていただく介
護保険料額を改定しました（平成２０年度まで同額）。�

表-１　介護保険にかかわる費用� （単位：千円）�

平成１８年度 

１，００６，３７４ ９８１，２２６ ９５８，３３６ 

１６８，５７９ １６８，５７９ ２１６，８９４ 

７８７，２００ ８７２，８０６ １，１３７，３８２ 

０ １２６，０４６ ２３４，２６４ 

１１，００７ ４１，６６３ ７３，７０４ 

６６，１８９ ６９，９４６ ８４，５４１ 

１５，９３２ １９，１１９ ２２，９４３ 

３，４４５ ４，０６６ ４，７９７ 

２，０５８，７２６ ２，２８３，４５１ ２，７３２，８６１ 

７,０７５,０３８ 

在宅サービス給付費 

地域密着型サービス給付費 

施設サービス給付費 

介護予防サービス給付費 

地域支援事業費 

特定入所者介護サービス費 

高額介護サービス費 

審査支払手数料 

計 

３年間の合計 

平成１９年度 平成２０年度 

保険料の決め方�　基準額を基に、所得段階の保険料の額が決まります。今年度から所得の低い人の負担能力によりきめ細かく
対応できるよう、保険料段階が標準５段階から６段階に見直されています。�

第1段階�

段階� 対　　象　　者�

・生活保護の受給者�
・市民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者�

本人が市民税非課税の方（世帯内に市民
税課税者がいる場合）�

本人が市民税課税者で前年中の合計所得
金額が200万円未満の方�

本人が市民税課税者で前年中の合計所得
金額が200万円以上の方�

18,100円�
（基準額×０．５）�

27,100円�
（基準額×０．７５）�

36,200円�
（基準額）�

45,200円�
（基準額×１．２５）�

54,300円�
（基準額×１．５）�

本人および世帯全員が市民税非課税の方�

保険料（年額）�

第2段階�

第3段階�

第4段階�

第5段階�

改　正　前（平成１５年度～１７年度） 

第1段階�

段階� 対　　象　　者�

・生活保護の受給者�
・市民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者�

本人および世帯全員が非課税で、第2段
階に該当しない場合�

本人が市民税非課税の方（世帯内に市民
税課税者がいる場合）�

本人が市民税課税者で前年中の合計所得
金額が200万円未満の方�

本人が市民税課税者で前年中の合計所得
金額が200万円以上の方�

22,300円�
（基準額×０．５）�

22,300円�
（基準額×０．５）�

33,400円�
（基準額×０．７５）�

44,600円�
（基準額）�

55,700円�
（基準額×１．２５）�

66,900円�
（基準額×１．５）�

世帯全員が市民税非課税であり、本人が年金収
入80万円以下で年金以外に所得がないなど�

保険料（年額）�

第2段階�

第3段階�

第4段階�

第5段階�

第6段階�

改　正　後（平成１８年度～２０年度） 

　なお、平成１８年度から年齢６５歳以上で、前年合計所得金額が１２５
万円以下の人の非課税措置が段階的に廃止されることに伴い、所
得が変わらないのに保険料が大きく変わることが起こらないよう、
平成１８年度から２年間については保険料の緩和措置が適用となり
ます。�

フ
ラ
サ
ー
ク
ル
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス�

　
ゆ
っ
た
り
踊
る
フ
ラ
ダ
ン
ス
体
験�

■日
毎
月
第
１
・
第
３
月
曜
日
　
午
後
１
時

３０
分
〜
※
体
験
会
＝
４
月
１７
日
�
午
後
１

時
〜
２
時
　
■場
や
し
お
生
涯
楽
習
館
ほ
か

　
■費
入
会
金
１
０
０
０
円
、
月
会
費
２
５

０
０
円
　
■問
大
山
�
９９５
・
６
６
３
８
（
午

後
５
時
以
降
）�

�

経
営
・
暮
ら
し
な
ん
で
も
相
談
会�

■日
毎
週
火
曜
日
　
午
前
１０
時
〜
午
後
５
時

３０
分
　
■場
八
潮
民
主
商
工
会
　
■内
経
営
・

税
金
・
資
金
繰
り
な
ど
　
■問
中
村
�
９９５

・
６
９
６
２�

�

八
潮
謡
曲
同
好
会
「
観
世
流
」�

・
昼
の
部
＝
■日
毎
月
２
回
月
曜
日
　
午
前

１０
時
〜
正
午
　
■場
八
幡
公
民
館
ほ
か
　
■費

月
会
費
３
０
０
０
円
　
■問
林
�
９９６
・
１

６
０
３
　
・
夜
の
部
＝
■日
毎
月
２
回
水
曜

日
　
午
後
７
時
３０
分
〜
９
時
３０
分
　
■場
大

原
公
民
館
ほ
か
　
■費
月
会
費
３
０
０
０
円

■問
小
倉
�
９９６
・
２
５
２
５�

�

ダ
ン
ス
ス
ポ
ー
ツ
（
社
交
ダ
ン
ス
）�

「
ラ
イ
ト
ス
テ
ッ
プ
」
初
心
者
募
集
！�

■日
毎
週
土
曜
日
　
午
前
１０
時
〜
正
午�

■場
八
條
公
民
館
ほ
か
　
■費
月
会
費
３
０
０

０
円
　
■問
岡
島
�
０９０
・
３
０
９
０
・
６

６
８
６�

�

水
墨
画
会�

　
初
心
者
大
歓
迎
！�

■日
第
２
・
第
４
木
曜
日
　
午
後
１
時
〜
５

時
　
■場
八
幡
公
民
館
ほ
か
　
■費
入
会
金
１

０
０
０
円
、
月
会
費
１
０
０
０
円
　
■問
長

沢
�
９９６
・
５
６
９
３�

八
潮
中
央
サ
ッ
カ
ー
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団�

■日
毎
週
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
※
時
間

は
随
時
決
定
　
■場
鶴
ヶ
曽
根
サ
ッ
カ
ー
場

ほ
か
　
■対
小
学
生
　
■費
入
会
金
１
０
０
０

円
、
月
会
費
小
学
１
・
２
年
生
＝
１
５
０

０
円
・
小
学
３
〜
６
年
生
＝
３
５
０
０
円

■問
須
賀
�
０９０
・
４
８
１
６
・
９
５
２
１�

�

新
大
正
琴
愛
好
会�

　
初
心
者
大
歓
迎
！
大
正
琴
の
な
い
方
、

ご
用
意
し
ま
す
。�

■日
毎
月
第
１
・
第
３
木
曜
日
　
午
後
１
時

〜
３
時
　
■場
八
幡
公
民
館
ほ
か
　
■費
入
会

金
２
０
０
０
円
、
月
会
費
２
５
０
０
円
　

■問
泉
田
�
９９５
・
７
９
１
２�

�

絵
手
紙
„
歩
の
会
“�

　
ヘ
タ
が
い
い
、
ヘ
タ
で
い
い
…
心
の
贈

り
物
・
絵
手
紙
を
始
め
ま
せ
ん
か
。�

■日
毎
月
第
１
・
第
３
土
曜
日
　
午
後
１
時

３０
分
〜
４
時
　
■場
浮
塚
公
民
館
ほ
か
　
■費

月
会
費
１
５
０
０
円
、
雑
費
２
０
０
円
　

■問
宮
田
�
兼
�
９９７
・
０
８
３
７�

�

県
営
み
さ
と
公
園�

リ
サ
イ
ク
ル
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト�

■日
４
月
２３
日
�
　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

※
雨
天
強
風
中
止
　
■場
み
さ
と
公
園
時
計

台
広
場
（
三
郷
市
高
洲
３
丁
目
）
　
■問
フ

リ
マ
ガ
ー
デ
ン
・
大
塚
�
０９０
・
１
９
９
４
・

５
４
９
３�

�

フ
ラ
「
ナ
ニ
　
リ
コ
」�

　
体
験
レ
ッ
ス
ン
で
き
ま
す
！�

■日
毎
週
月
４
回
（
月
曜
日
）
　
午
後
７
時

３０
分
〜
９
時
　
■場
宮
田
公
民
館
（
鶴
ヶ
曽

根
）
ほ
か
　
■費
入
会
金
３
０
０
０
円
、
月

会
費
４
５
０
０
円
　
■問
鈴
木
�
９９６
・
７

１
２
４�

毛糸編み機�
（手動・無料）�
※問題が生じた時は、
当事者間で解決して
いただき、市は責任
を負いかねます。�

■申■問商工振興課�
�○内３３６�

　２月１４日、草加遊技
業組合（近藤恭平組
合長）から、児童福祉
の向上のために４０万
円のご寄附をいただ
きました。�

�

文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
事
業�

①
シ
ェ
イ
プ
ア
ッ
プ
ア
ク
ア
ビ
ク
ス
教
室�

■日
５
月
９
日
〜
６
月
２７
日
（
毎
週
火
曜
日
・

全
８
回
）
午
後
７
時
〜
８
時�

■場
市
民
温
水
プ
ー
ル�

■内
浮
力
・
抵
抗
・
水
圧
・
水
温
と
い
う
水

中
運
動
の
特
性
を
利
用
し
、
水
中
ダ
ン
ス

を
中
心
と
し
た
運
動
で
す
。
泳
げ
な
い
方

で
も
参
加
で
き
ま
す
。�

■定
４０
人
（
申
込
順
）�

②
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
教
室�

■日
５
月
１１
日
〜
６
月
２９
日
（
毎
週
木
曜
日
・

全
８
回
）
午
前
１０
時
〜
１１
時�

■場
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
（
ゆ
ま
に
て
）

軽
運
動
室�

■内
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
体
を
動
か
す
有
酸

素
運
動
を
行
い
ま
す
。
基
本
か
ら
始
め
、

慣
れ
て
き
た
ら
徐
々
に
運
動
強
度
を
あ
げ
、

段
階
的
に
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
り
ま
す
。�

■定
３５
人
（
申
込
順
）�

│
①
②
共
通
│�

■対
市
内
在
住
・
在
勤
の
方�

■費
１
２
０
０
円
（
保
険
料
含
む
）�

■申
４
月
１１
日
か
ら
電
話
予
約
の
う
え
、
参

加
費
を
添
え
て
窓
口
へ�

■問
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
�
９９６
・
５

１
２
６�

�

「
家
族
の
つ
ど
い
」�

　
精
神
障
害
を
持
つ
方
の
家
族
の
つ
ど
い

を
行
い
ま
す
。�

■日
①
あ
け
ぼ
の
＝
４
月
１２
日
・
６
月
１４
日
・

８
月
９
日
　
午
後
２
時
〜
４
時
、
②
保
健

セ
ン
タ
ー
＝
５
月
１０
日
・
７
月
１２
日
・
９

月
１３
日
　
午
後
２
時
〜
４
時�

※
あ
け
ぼ
の
＝
精
神
障
害
者
地
域
生
活
支

援
セ
ン
タ
ー
（
鶴
ヶ
曽
根
１
１
３
０
）�

■費
無
料�

■申
直
接
会
場
へ�

■問
障
害
福
祉
課
�
○内
４
５
３�

�

パ
パ
・
マ
マ
学
級�

■日
５
月
２１
日
�
　
午
後
１
時
〜
４
時�

■場
保
健
セ
ン
タ
ー�

■対
妊
娠
５
〜
７
カ
月
の
妊
婦
お
よ
び
夫�

■持
母
子
健
康
手
帳
、
筆
記
用
具�

■費
無
料�

■申
電
話
で
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
�
９９５
・

３
３
８
１
）
へ�

������

も
っ
と
便
利
に
！
い
つ
で
も�

ど
こ
で
も
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付�

　
５
月
か
ら
、
全
国
の
主
な
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
「
市
税
・
国
民
健
康
保
険

税
」
を
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。�

　
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
納
付
で
き
る
よ
う

便
利
に
な
り
ま
し
た
。
期
限
内
納
付
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。�

〈
注
意
〉
納
期
限
が
過
ぎ
た
納
付
書
や
バ

ー
コ
ー
ド
の
な
い
納
付
書
、
傷
や
汚
れ
な

ど
に
よ
り
バ
ー
コ
ー
ド
が
読
み
取
れ
な
い

納
付
書
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。�

■問
市
税
に
関
す
る
こ
と
＝
納
税
課
�
○内
３

３
１
、
国
民
健
康
保
険
税
に
関
す
る
こ
と

＝
国
保
年
金
課
�
○内
８
３
３�

�

休
日
納
税
相
談
窓
口
の
開
設�

　
市
で
は
、
市
税
（
市
県
民
税
、
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
）
お

よ
び
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
に
つ
い
て

の
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。�

○
休
日
納
税
相
談�

■日
５
月
７
日
�
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時�

★
木
曜
日
夜
間
納
税
相
談�

■日
毎
週
木
曜
日
　
午
後
５
時
１５
分
〜
７
時�

■場
納
税
課
（
１２
番
窓
口
）、
国
保
年
金
課

（
６
番
窓
口
）�

★
市
税
の
口
座
振
替
の
お
願
い�

　
納
付
に
は
「
安
全
・
確
実
・
便
利
」
な
、

口
座
振
替
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。
手
続
き

は
簡
単
で
す
。
預
貯
金
通
帳
・
通
帳
登
録

印
鑑
を
持
っ
て
金
融
機
関
等
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。�

■問
納
税
課
�
○内
３
３
１
、
国
保
年
金
課
　

�
○内
８
３
３�

�

狂
犬
病
予
防
注
射�

������■費
１
頭
に
つ
き
３
３
０
０
円
※
新
規
登
録

の
場
合
は
登
録
料
３
０
０
０
円
を
含
む
６

３
０
０
円
（
つ
り
銭
の
な
い
よ
う
に
お
願

い
し
ま
す
）�
����������������

★
犬
の
フ
ン
は
、
飼
い
主
が
責
任
を
持
っ

て
処
理
し
ま
し
ょ
う
。�

■問
環
境
課
�
○内
２
３
５�

�
寝
具
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス�

■日
４
月
２６
日
�
・
２７
日
�
・
２８
日
�
、
３

日
間
の
い
ず
れ
か
１
日
（
実
施
日
は
後
日

連
絡
）�

■対
６５
歳
以
上
の
常
時
臥
床
（
ね
た
き
り
）

状
態
に
あ
る
高
齢
者
ま
た
は
、
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
か
２
級
を
お
持
ち
の
重
度
身

体
障
害
者
の
う
ち
、
家
庭
に
お
い
て
布
団

を
干
す
こ
と
が
困
難
な
方�

■内
掛
布
団
、
敷
布
団
、
毛
布
、
か
い
ま
き

（
夜
着
）
の
「
乾
燥
・
殺
菌
」
で
、
当
日
、
委

託
業
者
が
自
宅
へ
回
収
に
伺
い
、
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
後
お
届
け
し
ま
す
。�

■費
無
料�

■申
４
月
１７
日
ま
で
に
市
役
所
⑧
、
⑨
番
窓

口
へ
（
代
理
申
請
可
）�

■問
高
齢
い
き
が
い
課
�
○内
２
１
８
、
障
害

福
祉
課
�
○内
４
２
８�
�

八
潮
メ
セ
ナ
臨
時
休
館�

■日
５
月
３
日
�
〜
５
日
�
・
８
月
１２
日
�

〜
１５
日
�
の
終
日�

■問
八
潮
メ
セ
ナ
�
９９８
・
２
５
０
０�

�

埼
玉
県
警
察
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン�

犯
罪
情
報
を
あ
な
た
へ
お
届
け
し
ま
す
！�

　
埼
玉
県
警
察
本
部
で
は
、
登
録
制
で
皆

さ
ん
の
携
帯
電
話
に
、
犯
罪
情
報
を
発
信

し
て
い
ま
す
。�

■内
犯
罪
情
報
、
子
ど
も
を
狙
っ
た
犯
罪
情

報
、
女
性
を
狙
っ
た
犯
罪
情
報
、
身
近
な

詐
欺
な
ど
の
知
能
犯
罪
情
報
ほ
か�

■申
登
録
の
申
請
は
、埼
玉
県
警
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http://www.police.pref.saitama.lg.jp/
kenkei/

）か
ら
、ま
た
は
左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
か
ら
空
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。�

�����

※
受
信
制
限
を
し
て
い
る
方
は
、police.

pref.saitam
a.lg.jp

か
ら
の
メ
ー
ル

を
受
信
可
能
に
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。�

■問
埼
玉
県
警
察
本
部
�
０４８・
８３２・０
１
１
０�

�

越
谷
児
童
相
談
所
電
話
番
号
の
変
更�

　
４
月
１
日
か
ら
、
越
谷
児
童
相
談
所
の

電
話
番
号
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。�

■問
越
谷
児
童
相
談
所
�
９７５
・
４
１
５
２�

�

Ｂ
Ｃ
Ｇ
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ�

　
従
来
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
集
団
接
種
）

で
実
施
し
て
い
た
Ｂ
Ｃ
Ｇ
予
防
接
種
が
、

４
月
か
ら
委
託
医
療
機
関
で
実
施
す
る
個

別
接
種
と
な
り
ま
し
た
。�

　
接
種
期
間
が
生
後
６
カ
月
未
満
と
短
い

た
め
、
体
調
の
良
い
時
、
な
る
べ
く
早
め

に
受
け
て
く
だ
さ
い
。�

■問
保
健
セ
ン
タ
ー
�
９９５
・
３
３
８
１�

　県では、「産業廃棄物不法投棄１１０番」を開設しています。電話は、
県庁の廃棄物指導課に直接つながります。夜間や休日でも、留守番電話機
に録音された通報が、担当職員の携帯電話に転送されます。野積みされた
廃棄物の崩壊、火災および大規模な不法投棄等の緊急事態の場合には、夜
間、休日を問わず担当職員が対応しますので、ご連絡ください。�
　皆さんのご協力をお願いします。不法投棄を見つけたら、すぐに連絡！�

■問県廃棄物指導課監視・指導担当�
　　　　　　　　　　　� ０４８－８３０－３１３６、ＦＡＸ ０４８－８３０－４７７４�

制度が変わりました�介�護�保�険�
　介護保険制度は、平成１２年度にスタートしてから６年が経過し、介護を社会全体で支える制度
として定着しました。その一方で「要支援」・「要介護１」の軽度の人が急増し、制度から給付さ
れる費用も年々増大してきています。 
　介護保険の財源は、保険料と公費（税金）ですので、給付される費用が増えると３年ごとに見直
される保険料も、見直しごとに上昇することが見込まれます。 
　これからの高齢社会に向け、制度を安定的に運営するためには、介護度に応じ必要性の高いと
ころに給付の重点を置くとともに、要介護者を増やさないための「予防」の取り組みや、「在宅サ
ービス」等の拡充による給付の効率化が必要となることから、介護保険制度が改正されました。 
　なお、本市では、新たな予防給付を平成１９年１０月から実施する予定であり、それまでの間は、
従来の要介護（支援）と介護（予防）給付を行います。�

　上記の改正ポイントを踏まえて、次の事業や運営が実施されます。�

★介護を「予防」するサービスの充実……�

★住み慣れた地域での自立支援の強化…�

★保険料や制度運営の見直し……………�
　軽度の要介護者に対して状態の改善に向けた介護予防サ
ービスや、地域でも要介護状態にならないため「介護予防
事業」を行います。�

　「地域包括支援センター」を創設して高齢者の生活を総合
的に支援し、在宅と施設介護の中間的役割を担う地域密着
型サービスを充実させ在宅支援を強化します。�

　保険料の細分化を図り、低所得の人に配慮した新しい段
階設定や、要介護認定事務の見直し、保険者の権限を強化
し制度運営の安定化を図ります。�

寄附のお知らせ�

（ml-hjk@mlmg.police.
pref.saitama.lg.jp）

４月１８日��旧八條市場跡南側�リサイクルプラザ西側駐車場�

垳常然寺�
下大瀬公民館�

上木曽根会館�
資料館駐車場�
大曽根中公民館�
勤労青少年ホーム（ゆまにて）�
市役所庁舎西側�

午前９時３０分～１１時３０分 午後１時～３時 

上大瀬公民館�
老人福祉センター寿楽荘�
松之木公民館�
中馬場公民館�
浮塚氷川神社�
文化スポーツセンター�
市役所庁舎西側�

４月１９日��
４月２０日��
４月２１日��
４月２４日��
４月２５日��
４月２６日��
４月２７日��

時間 
実施日 
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に�
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〈障害福祉課〉�

〈子育て支援課〉�

（渡り廊下）�

（2階）�

（1階）�

平
成
１８
年
度
八
潮
市
課
長
級
以
上�

【
部
長
級
】�

▽
政
策
監
（
企
画
部
理
事
）
斎
藤
順
一
▽

総
務
部
長
（
都
市
開
発
部
長
）
羽
場
徳
雄

▽
都
市
開
発
部
長
（
都
市
開
発
部
次
長
兼

南
部
事
業
推
進
課
長
）
秋
山
章
▽
議
会
事

務
局
長
（
企
画
部
次
長
）
豊
田
貞
男�

【
次
長
級
】�

▽
ふ
れ
あ
い
福
祉
部
次
長
国
保
徴
収
対
策

特
別
班
（
環
境
経
済
部
次
長
）
今
村
年
伸

▽
ふ
れ
あ
い
福
祉
部
付
参
事
八
潮
市
社
会

福
祉
協
議
会
派
遣
（
ふ
れ
あ
い
福
祉
部
社

会
福
祉
課
付
主
幹
八
潮
市
社
会
福
祉
協
議

会
派
遣
）
臼
倉
利
光
▽
環
境
経
済
部
次
長

（
ふ
れ
あ
い
福
祉
部
次
長
国
保
徴
収
対
策
特

別
班
）
会
田
幸
一
▽
都
市
開
発
部
次
長
兼

都
市
デ
ザ
イ
ン
課
長
（
都
市
開
発
部
都
市

デ
ザ
イ
ン
課
長
）
藤
嶺
公
輝
▽
都
市
開
発

部
参
事
開
発
指
導
担
当
（
埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画
課
主
査
）
大
　
智
之
▽
参

事
兼
会
計
課
長
（
会
計
課
長
）
豊
田
憲
治�

【
課
長
級
】�

▽
政
策
担
当
主
幹
（
企
画
部
副
主
幹
）
田

中
勉
▽
総
務
部
資
産
税
課
長
（
環
境
経
済

部
農
政
課
長
兼
農
業
委
員
会
事
務
局
長
）

荻
野
勝
利
▽
総
務
部
納
税
課
主
幹
（
埼
玉

県
病
院
局
経
営
管
理
課
主
任
）
　
野
正
規

▽
ふ
れ
あ
い
福
祉
部
子
育
て
支
援
課
長
（
ふ

れ
あ
い
福
祉
部
児
童
障
害
課
長
）
奥
年
朗

▽
ふ
れ
あ
い
福
祉
部
障
害
福
祉
課
長
兼
知

的
障
害
者
生
活
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
長
（
ふ

れ
あ
い
福
祉
部
児
童
障
害
課
長
補
佐
兼
知

的
障
害
者
生
活
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
長
）

秋
山
隆
▽
ふ
れ
あ
い
福
祉
部
国
保
年
金
課

主
幹
国
保
徴
収
対
策
特
別
班
（
教
育
総
務

部
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長
兼
八
潮
市
立
体
育

館
長
）
家
永
廣
和
▽
環
境
経
済
部
商
工
振

興
課
長
（
建
設
部
道
路
治
水
課
長
補
佐
）

村
上
誠
弥
▽
環
境
経
済
部
農
政
課
長
兼
農

業
委
員
会
事
務
局
長
（
総
務
部
資
産
税
課

長
）
小
澤
隆
敏
▽
都
市
開
発
部
南
部
事
業

推
進
課
長
（
環
境
経
済
部
商
工
振
興
課
長
）

真
野
喜
介
▽
都
市
開
発
部
区
画
整
理
課
長

（
ふ
れ
あ
い
福
祉
部
国
保
年
金
課
主
幹
国

保
徴
収
対
策
特
別
班
）
鈴
木
敏
之
▽
教
育

総
務
部
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長
兼
八
潮
市
立

体
育
館
長
（
会
計
課
長
補
佐
兼
審
査
係
長
）

小
野
寺
祐
美
▽
学
校
教
育
部
指
導
課
長
（
春

日
部
市
立
葛
飾
中
学
校
）
三
宅
隆
志�

◇
退
職
（
３
月
３１
日
付
）�

▽（
総
務
部
長
）
武
ノ
内
保
雄
▽（
議
会
事

務
局
長
）
小
野
寺
昇
▽（
都
市
開
発
部
副

部
長
）
瓜
田
浩
二
（
埼
玉
県
へ
帰
任
）▽

（
ふ
れ
あ
い
福
祉
部
社
会
福
祉
課
付
主
幹

八
潮
市
社
会
福
祉
協
議
会
派
遣
）
渋
谷
政

夫
▽（
都
市
開
発
部
区
画
整
理
課
長
）
山

崎
秀
雄
▽（
学
校
教
育
部
指
導
課
長
）
佐

藤
哲
士
（
埼
玉
県
へ
帰
任
）�

　これまでの行政改革の取り組みは、平成
１３年度から平成１７年度までを計画期間と
する「第２次八潮市行政改革大綱後期実施
計画」に基づき、事務事業の見直しや財政
の健全化、市民サービスの向上を図るため
の取り組みを積極的に推進してきました。�
　今回、平成１６年度までの取組状況がまと
まりましたので、お知らせします。�
　なお、第２次八潮市行政改革大綱後期実
施計画において未実施となっている取組項
目や継続すべき取組項目については、内容
を精査したうえで「八潮市行政改革集中改
革プラン」に引き継いでおり、今後の進捗
管理や成果報告についてもその中で取り組
んでいきます。�

�

ス
タ
ー
ト
！
埼
玉
労
働
局
浦
和
駅�

西
口
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー�

　
電
話
で
も
気
軽
に
相
談
で
き
ま
す
！�

ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。�

■日
月
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
午
前
９

時
３０
分
〜
午
後
５
時�

■場
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
１
│
５
│
１

浦
和
Ｉ
Ｓ
ビ
ル
７
階
（
Ｊ
Ｒ
浦
和
駅
西
口

徒
歩
１
分
）�

■内
労
働
な
ん
で
も
相
談
室
（
解
雇
、
配
置

転
換
、労
働
条
件
の
引
き
下
げ
、
職
場
の

ト
ラ
ブ
ル
、い
じ
め
で
お
悩
み
の
方
）専
門

の
相
談
員
が
面
談
あ
る
い
は
電
話
で
相
談�

■費
無
料�

■問
埼
玉
労
働
局
浦
和
駅
西
口
総
合
労
働
相

談
コ
ー
ナ
ー
�
０４８
・
８２２
・
０
７
１
７�

�

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ん
へ�

〜
特
別
弔
慰
金
申
請
期
間
中
〜�

　
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で
、

平
成
１７
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、
公
務
扶

助
料
や
遺
族
年
金
等
を
受
け
る
方
が
い
な

い
場
合
に
、
第
８
回
特
別
弔
慰
金
と
し
て

額
面
４０
万
円
、
１０
年
償
還
の
記
名
国
債
が

支
給
さ
れ
ま
す
。�

■対
次
の
�
〜
�
の
順
番
で
先
順
位
の
遺
族

１
人�

�
弔
慰
金
の
受
給
権
者�

�
戦
没
者
等
の
子�

�
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有
し
て
お
り
、

か
つ
、
戦
没
者
等
と
氏
が
同
じ
で
、
次
の

①
〜
④
の
方
　
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母
④

兄
弟
姉
妹�

�
右
記
�
以
外
の
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母

④
兄
弟
姉
妹�

�
右
記
�
か
ら
�
ま
で
以
外
の
ご
遺
族
で
、

戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年

以
上
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
三
親
等
内

の
親
族�

請
求
期
間
　
平
成
２０
年
３
月
３１
日
ま
で�

■問
資
料
等
の
請
求
と
詳
細
は
、
市
役
所
２

階
社
会
福
祉
課（
�
○内
３
１
６
・
８
２
２
）へ�

�

�

八
潮
市
水
道
運
営
委
員�

任
期
　
委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間�

■対
４
月
１
日
現
在
、
満
２０
歳
以
上
で
市
内

に
居
住
し
、
水
道
を
使
用
し
て
い
る
方�

※
各
行
政
委
員
会
の
委
員
、
市
議
会
議
員
、

市
の
審
議
会
・
懇
話
会
の
委
員
、
市
の
職

員
（
常
勤
の
職
員
）
を
除
く�

■定
３
人
（
選
考
あ
り
）�

■申
申
込
書
（
水
道
部
で
配
付
）
に
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
４
月
２５
日
ま
で
に
水

道
部
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
（
〒
３
４
０
│

０
８
１
６
中
央
１
│
３
│
１
）�

■問
業
務
課
�
９９６
・
１
４
８
６�

�

八
潮
市
社
会
教
育
審
議
会
委
員�

任
期
　
６
月
１
日
〜
平
成
２０
年
５
月
３１
日

ま
で
（
２
年
間
）�

■対
４
月
１
日
現
在
で
、
市
内
に
１
年
以
上

在
住
し
て
い
る
満
２０
歳
以
上
の
方
※
市
職

員
、
市
議
会
議
員
、
市
の
他
の
審
議
会
等

の
委
員
を
除
く�

■内
市
の
社
会
教
育
の
振
興
に
関
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
調
査
お
よ
び
審
議
を
す
る�

■定
２
人�

■申
４
月
２８
日（
消
印
有
効
）ま
で
に
、
氏
名
・

住
所
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
、「
社
会
教

育
に
つ
い
て
」
の
小
論
文
（
原
稿
用
紙
１

枚
程
度
）
を
持
参
ま
た
は
郵
送
で
、
社
会

教
育
課
（
�
○内
３
５
７
）
へ�

�

八
潮
市
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
委
員�

任
期
　
委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間�

■対
４
月
１
日
現
在
、市
内
に
１
年
以
上
在
住

で
３０
歳
程
度
ま
で
の
方
※
市
職
員
、市
議
会

議
員
、他
の
市
の
審
議
会
等
の
委
員
を
除
く�

■内
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
調
査
・
審
議
を
す
る�

■定
２
人
（
書
類
審
査
に
よ
る
選
考
）�

■申
５
月
１
日（
必
着
）ま
で
に
、Ａ
４
サ
イ
ズ

用
紙
に
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
・

志
望
動
機
を
明
記
の
う
え
、持
参
ま
た
は
郵

送
で
、社
会
福
祉
課（
�
○内
３
１
６
）へ�

�

第
１５
回
八
潮
市
書
道
展
へ
の
出
品
作
品�

�■対
１６
歳
以
上
の
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学

者
お
よ
び
市
内
で
活
動
さ
れ
て
い
る
各
団

体
に
所
属
の
方�

■内
作
品
規
格
＝
全
紙
以
内�

■定
出
品
点
数
＝
１
人
１
点�

■申
４
月
２５
日
ま
で
に
、
出
品
申
込
書
（
窓

口
で
配
付
）
を
八
幡
公
民
館
（
�
９９５
・

６
２
１
６
）
へ
持
参
※
受
付
時
間
＝
午
前

９
時
〜
午
後
５
時�

★
第
１５
回
八
潮
市
書
道
展�

■日
６
月
２
日
�
〜
４
日
�
　
午
前
１０
時
〜

午
後
５
時�

■場
八
潮
メ
セ
ナ
展
示
室
・
集
会
室�

�

自
衛
官�

■対
２０
歳
以
上
２６
歳
未
満
の
男
女
※
２２
歳
未

満
の
方
は
大
卒
（
見
込
み
を
含
む
）�

■内
幹
部
候
補
生�

■申
５
月
１２
日
（
締
切
日
必
着
）�

■問
朝
霞
事
務
所
�
０４８
・
４６６
・
４
４
３
５�

重点事項 

平成１３年度から平成１６年度までの実施状況 
実施率 
（％） 取組 

項目数 
実施済 

一部 
実施 

未実施 
実施年度 
未到来 

（１）事務事業の見直し ５７ 

５ 

６ 

３ 

７ 

４ 

１１億７，７９５万２，０００円 

３５ 

４ 

６ 

１ 

５ 

２ 

８ 

１ 

０ 

０ 

１ 

２ 

１３ 

０ 

０ 

２ 

１ 

０ 

１ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

７５．４ 

１００ 

１００ 

３３．３ 

８５．７ 

１００ 

（２）時代に即した組織・機構の見直し 

（３）定員管理および給与の適正化の推進 

（４）効果的な行政運営と職員の能力開発等の推進 

（５）行政の情報化の維持等による行政サービスの向上 

（６）公共施設の設置および管理運営 

財政効果額 
※平成１３年度から平成１６年度までの効果額 
　（算入することが可能な取組項目を対象） 

大綱１　事務事業の整理合理化 大綱７　自主性・自立性の高い財政運営の確保 

大綱８　市民との協働による市政の推進 

大綱９　公営企業等の経営健全化 

大綱１０　新たに検討を進める課題 

大綱２　市民ニーズ・行政ニーズに対応した組織体制 

大綱３　定員管理および給与の適正化等 

大綱４　人材の育成・確保 

大綱５　公正で透明性の高い行政運営の推進 

大綱６　ＩＴを活用した業務改革・窓口サービス等の向上 

　平成１８年第１回八潮市議会定例会において、八
潮市青少年健全育成条例が可決され、４月１日か
ら施行されました。�
　昨今、非行の低年齢化、核家族化による家庭で
のふれあい不足、子どもの連れ去り事件など、青
少年を取り巻く環境が問題視されています。行政・
市民・家庭・学校・地域住民など「まちぐるみ」
で、青少年健全育成を推進するため、基本理念を
定め、関係者の役割などを明らかにした「八潮市
青少年健全育成条例」を制定しました。�

八潮市青少年健全育成条例が施行�八潮市青少年健全育成条例が施行�
～将来を担う青少年を「まちぐるみ」ではぐくむために～�

※条例の全文は、八潮市ホームページでご覧になれます。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■問社会福祉課�○内３１６�

〈条例の概要〉�

（１）青少年健全育成の基本理念�
　市民ぐるみで一体的に青少年の健全な育成を図るための基
本理念を明らかにしました。�

（２）青少年育成関係者の役割、責任および相互の連携�
①　市、市民、家庭を構成する者、学校、地域住民など青少
年育成関係者それぞれの役割と責任を明らかにしました。�
②　青少年育成関係者が相互に連携し、一体的に青少年の健
全育成に取り組むものとしました。�

（３）青少年健全育成審議会の設置�
　青少年の健全な育成に関する事項について調査審議するため、
市の附属機関として、「青少年健全育成審議会」を設置しました。�

　市では、平成１８年３月に策定した「第
３次八潮市行政改革大綱・八潮市行政改
革集中改革プラン」の中で、定員管理の
適正化について計画を見直しました。�
○職員数の現状�
　平成９年度以降、市の職員数は平成１２年
度をピークに減少を続けています。平成
９年に策定した定員適正化計画上の計画
職員数と比較すると、厳しい財政状況により職員の新規採用を抑制してき
たことから、計画職員数と実職員数に大きな差が生じています（〈表１〉参照）。�
�
�
�
�
�
○今後の定員管理のあり方�
　つくばエクスプレスの開業に伴う人口の増加、少子化・高齢者対策、
教育の充実など、行政に対するニーズは複雑化、多様化しています。�
　厳しい財政状況のもと、このような市民ニーズに的確に対応するため
には、引き続いて行政改革を推進する必要があり、職員数についても更
なる適正化を図らなければなりません。�
○計画期間と職員数�
　様々な問題点を総合的に勘案した結果、これまでの定員適正化計画を廃
止し、新たな八潮市定員適正化
計画を策定しました。新たな計
画は、平成１７年度から平成２２年
度までの５年間で３２人、４．６パ
ーセントの純減を行い、平成２２
年度の目標職員数は６５９人を
予定しています（〈表２〉参照）。�
■問総務人事課�○内２５３�

職員数を削減！定員適正化計画を策定�

■問生涯学習まちづくり推進課�○内８８５�
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児童障害課は2つの課に�
なりました�

　１階と２階で業務を
行っていました児童
障害課は、４月１日か
ら、子育て支援課と
障害福祉課の２課に
分かれました。�
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